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町田市下水道条例の一部を改正する条例 

町田市下水道条例（平成６年１２月町田市条例第２６号）の一部を次のように改正

する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（使用料の算定方法） （使用料の算定方法） 

第２２条 使用料の額は、使用月ごとに７４０

円と、当該使用月において使用者が排除した

汚水量（以下「排水量」という。）に応じ、次

の表に定めるところにより算出した額との合

計額に、１００分の１１０を乗じて得た額と

する。この場合において、１円未満の端数が

あるときは、その端数金額を切り捨てるもの

とする。 

第２２条 使用料の額は、毎使用月において使

用者が排除した汚水量に応じ、次の表に定め

るところにより算出した合計額に１００分の

１１０を乗じて得た額とする。この場合にお

いて、１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てるものとする。 

排水量 

 

 

使用料 

８立方メートル以下

の分 

１立方メートルに

つき ３０円 

８立方メートルを超

え２０立方メートル

以下の分 

１立方メートルに

つき １３０円 

２０立方メートルを

超え３０立方メート

ル以下の分 

１立方メートルに

つき １７０円 

３０立方メートルを

超え５０立方メート

ル以下の分 

１立方メートルに

つき ２１０円 

５０立方メートルを

超え１００立方メー

トル以下の分 

１立方メートルに

つき ２５０円 

１００立方メートル

を超え２００立方メ

ートル以下の分 

１立方メートルに

つき ２９０円 

汚水

の種

別 

排除汚水量 使用料 

一般

汚水 

８立方メートル以下

の分 

５６０円 

８立方メートルを超

え２０立方メートル

以下の分 

１立方メー

トルにつき

 １１０円 

２０立方メートルを

超え３０立方メート

ル以下の分 

１立方メー

トルにつき

 １４０円 

３０立方メートルを

超え５０立方メート

ル以下の分 

１立方メー

トルにつき

 １７０円 

５０立方メートルを

超え１００立方メー

トル以下の分 

１立方メー

トルにつき

 ２００円 

１００立方メートル

を超え２００立方メ

ートル以下の分 

１立方メー

トルにつき

 ２３０円 
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２００立方メートル

を超え５００立方メ

ートル以下の分 

１立方メートルに

つき ３４０円 

５００立方メートル

を超え１，０００立方

メートル以下の分 

１立方メートルに

つき ３９０円 

１，０００立方メート

ルを超える分 

 

１立方メートルに

つき ４４０円 

 

２００立方メートル

を超え５００立方メ

ートル以下の分 

１立方メー

トルにつき

 ２７０円 

５００立方メートル

を超え１，０００立方

メートル以下の分 

１立方メー

トルにつき

 ３１０円 

１，０００立方メート

ルを超える分 

１立方メー

トルにつき

 ３４５円 

浴場

汚水 

８立方メートル以下

の分 

２８０円 

８立方メートルを超

える分 

 

１立方メー

トルにつき

 ３５円 

備考 

１ 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水

をいう。 

２ 浴場汚水とは、公衆浴場営業（温泉、

むしぶろ、その他の特殊な公衆浴場営

業を除く。）の用に供した汚水をいう。 
 

２ 前項の規定にかかわらず、浴場汚水（公衆

浴場営業（温泉、蒸し風呂その他の特殊な公

衆浴場営業を除く。）の用に供した汚水をい

う。）に係る使用料の額は、使用月ごとに３７

０円と、当該使用月において使用者が排除し

た汚水１立方メートルにつき４０円を乗じて

得た額との合計額に、１００分の１１０を乗

じて得た額とする。この場合において、１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。 

 

（中途使用の場合の使用料） （中途使用の場合の使用料） 

第２４条 月の中途において公共下水道の使用

を開始し、又は使用を休止し、若しくは廃止

した場合の使用料は、１か月分として算定す

る。この場合において、使用日数が１５日以

内のときは、第２２条第１項中「７４０円」と

あるのは「３７０円」と、同条第２項中「３７

０円」とあるのは「１８５円」とする。 

第２４条 月の中途において公共下水道の使用

を開始し、又は使用を休止し、若しくは廃止

した場合の使用料は、１か月分として算定す

る。ただし、使用日数が１５日以内の場合に

は、第２２条の表に定める８立方メートル以

下の分の使用料は、１か月分の２分の１の額

とする。この場合において、１円未満の端数
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があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。 
 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和９年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の町田市下水道条例の規定は、この条例の施行の日（以下

「施行日」という。）以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使

用料については、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後最

初に認定する排水量に係る使用料は、当該排水量を日々均等に排除したものとみな

して算定する。 
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